
船舶インシデント調査報告書 

令和２年１月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（絡網） 

発生日時 令和元年８月２８日 ２２時００分ごろ 

発生場所 山口県仙崎
せんざき

湾 

仙崎
せんざき

大日比
お お ひ び

第１防波堤灯台から真方位０９９°１,７８０ｍ付近 

（概位 北緯３４°２４.６′ 東経１３１°１３.８′） 

インシデントの概要 漁船勝
かつ

丸は、操業中、網が推進器に絡まり、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和元年９月４日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 勝丸、２.８６トン 

ＹＧ３－４１５２８（漁船登録番号）、個人所有 

乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 雨、風向 南南西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮流 ほとんどなし 

インシデントの経過 本船は、船長ほか１人が乗り組み、底引き網を投入し、緩やかに右

転しながらえい
．．

網を開始した直後、網が推進器に絡まって運航不能と

なった。 

本船は、船長が海上保安庁に救助を依頼し、来援した巡視艇により

山口県長門
な が と

市仙崎漁港へえい
．．

航され、同漁港において絡まった網が取

り除かれた。 

船長は、風の影響を考慮せずにえい
．．

網を開始したので、本船が風を

受け、投入した網付近へ圧流されたと本インシデント後に思った。 

分析 本船は、風力３の南南西風が吹く状況下、底引き網漁の操業中、船

長が風の影響で投入した網付近へ圧流されていることに気付かずにえ
．

い
．
網を開始したことから、網が推進器に絡まり、運航不能となったも

のと考えられる。 

原因 本インシデントは、夜間、本船が、風力３の南南西風が吹く状況

下、底引き網漁の操業中、船長が風の影響で投入した網付近へ圧流さ

れていることに気付かずにえい
．．

網を開始したため、網が推進器に絡ま

ったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・底引き網漁を行う船長は、えい
．．

網を行う場合、船体が受ける風の

影響を考慮して船の進行方向及び網の投入方向を決定すること。 
 


